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ていたが，これは，同国がナミピアに対するキリスト教

布教活動に長い歴史を持ち，特に解放運動の中心地とも

いうペきナミピア北部のオパンボ・カパンゴ地方での布

教活動，教育活動を通じて，現在まで同地域の住民と接

触を保ってきており内部事情にくわしいためである。ま

た国連を通じての独立達成への動きの中でも，フィンラ

ンド人のアーティサーリ氏が国連ナミピア特別弁務官と

して責任者の地位に任命されていることからも判るよう

に，国際的にフィンランドとナミビアの特別な関係が認

知されているからであった。

こうしてできたプログラムは大いに特色のあるもので

あったが，それは特に参加者の構成に表われていた。基

調報告者としては，イギリスのサセックス大学の開発研

究所（IDS）で，最近ナミピアの政治経済について研究し

ているR・H・グリーン教授を選ぴ， SWAPOの本部〈現

在アンゴラにある〉から幹部級のメンパー，さらにザン

ピアにある国連ナミピア・インスティテュート（UNIN)

の学長や教授で SWAPOに属する人達，ナミピア自体

からは首都ヴィントフックの英字新聞『ゲイントフック

オブザーパー』 （W仇dhoekObserbe1うの編集者ミセス・

リスターらを現地からの参加者として招へいした。その

他，北欧4カ国（スウェーデン，ノルウェー，デンマー

ク，フィンランド〉の政府援助機関の関係者，労働組合代

表，連帯運動グルーフ• (solidality group）活動家，国連

事務局の代表，新聞記者などがアフリカ研究者とともに

セミナーに参加したのである。会場はへyレシンキ郊外の

高速道路で結ぼれた島，ハンナサーりにある国際会議場

で，宿泊施設も完備していた。この中に参加者のほぼ全

員が3日間泊り込み，五つの報告が大会議場で行なわ

れ，それぞれの報告の後，全員が六つほどの小グループ。

に分かれて討議を行ない，最後にパネル・ディスカッシ

ョンで締めくくるというプログラムが組まれた。参加者

数は，開会直前にくばられた名簿によれば80名ほどであ

った．使用言語については，スウェーデン，ノルウェー，
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目的，性格

現在アフPカにおける最大の紛争地域として，世界の

注目を集めている南部アフリカのナミピアについての間

際セミナーが，本年（1981牟） 3月9日まり 11日まで，

フィンランFのへyレシンキにおいて，北欧アフリカ研究

所（Nordiskaafrikainstitutet，英語名TheScandinavian 

Institute of African Studies）の主催で開かれた。私は

これにオブザーパーの資格で参加するととができたの

で，その模様を報告し，ナミピア問題の理解の一助とし

たい。

上記の北欧アフリカ研究所はスウェーデンのウプサラ

にあり，私は当時そこの客員研究員であったため，同研

究所の研究員たちが，このセミナーを組織していくのを

準備段階から観察することができた。当初の構想、は，ナ

ミピア問題について，北欧は歴史的にかなり古い関係を

持ってきたにもかかわらず，今までどのような研究が北

欧においてなされてきたのかというインフォーメーショ

ンに欠けるので，研究の現状を明らかにし，最近の研究

成果の発表の場を提供したいというものであったようで

ある。しかし1980年9月にパリで国連支援のナミピア会

議が開催され，これに出席した北欧アフリカ研究所の研

究員の中から，ナミピア解放運動の当事者である SWA

PO C南西アフリカ人民機構〉のメンパーにセミナーに

出席してもらって，ナミピアについての最新の情報交換

の場をつくりたい，という考えが強く出されてきた。セ

ミナーを開く場所としては当初からフィンランドに決っ
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デンマークの各国語は親戚のようなもので，おたがU、に

理解し合えるが，地元のフィンランド語は全然違う系統

の言語であるし，ナミピアからの代表の最も使いやすい

F言語ということで，英語を使用することになった。

II ナミピア解放の政治経済学

基調報告の題は“OneNamibia, One Nation”という

もので， 「転換期の政治経済学Jという副題がついてい

た（この報告書は後にFromSad四 estafrikato Nami-

bia: The Political Economy of Transitionという題

の単行本となった〉。グリーン氏はこの報告で， 1884年

にドイツの保護領として植民地化されて以来，ナミピア

の歴史は暴力による収奪にたえまなくさらされた歴史で

あったと強調した。白人入植者に土地を収奪され，原住

民が契約労働者として保留地（reserve）より強制約に調

達されるようになったのは，他の南部アフリカの「入値

型植民地」と似ている。そして第 1次大戦後この南西ア

フリカと呼ばれていた植民地が，国際連盟の委任統治領

として南アフリカ連邦（以下，南アと略す）によって統

治されるようになった。南アはこれを自国の一部として

併合するため，第2次大戦後に国際連合下に信託統治領

とすることを拒否したのである。ここに国際司法裁判所

への提訴の長い歴史が始まるのであるが，南アの統治は

自国と同じように南西アフリカにも人種分離のアパノレト

ヘイト政策を適用し，原住民を全土の40%の部分に押し

込めようとしたのである。この南アの政策に対し， SW

APOが中心となって解放運動を展開， アフリカ諸国の

突き上げで国連もしだいに積極的に介入するようになっ

て現在にいたっている。この過程は，一般にあまり知ら

れていないと思うので，セミナーに出された資料ではな

いが，次ページにナミビアに関する最近の政治的な動き

を年表として示しておく。

グリーン氏の示した数字によれば，ナミビアには，総

面積82万平方キロの土地に 133万（1979年〉の人口があ

り，同年の国内総生産は14億ラント， 1人当たりで1075ラ

ント (1ラントは約1.1ドル〕である。しかし1人当たり

の年所得を人種別に見ると，黒人は 1印ラント，白人は

3200ラントというととになる。 };jljの資料で1977年の人口

構成を見ると，黒人人口90万，白人11万，他に南アの軍

隊約5万人が駐留している。 1979年の国内総生産の47%

を鉱業が占め，牧畜業が9%，狭義の農業は 2%に過ぎ

ない。輸出もこの事情を反映して，全輪出額に占める割

合は，ダイヤモンドが47%，ウラエウム27%，銅，鉛，

亜鉛浮が10%，カラクノレ（ベノレシャ羊）の毛皮7%，肉

牛6%，魚製品3%となっている。商品輸入の90%まで

が南アフリカ共和国（以下，南アと略す〉を経由してお

り， 70%は南ア産品あるいは南ア製である。原住民農業

が行なわれているのは，北部のアンゴラに接した部分に

ほぼ限られている。

グリーY氏は， 1985年までにナミピアは SWAPOが

中心勢力となってアフリカ人急進派政府の統治に移行す

るという見通しを述べ， SWAPOが 1976年8月1日に

発表した政治プログラムに基づいて，独立後のナミピア

がとると恩われる経済政策について報告した。それによ

ると経済体制は社会主義をめざすが，移行期には国営企

業，協同組合，合弁企業，私企業の並存の形をとるであ

ろう。独立直後に重要なのは，鉱山企業の操業を停止す

ることなく続けることである。国有化は，土地，鉱物資

源，漁業権，金融，公益事業，報道の分野に限られるで

あろう。私企業は国家の経済政策の枠内で国民の利益に

資する限り認められる。外国資本との合弁企業の契約変

更の交渉も行なわれることは確かである。補償について

は，土地，鉱物資源，漁業権，南ア共和国の公社および固

有の財産以外については正当な額が支払われるであろ

う。たとえば牧場主には，家畜，建物，土地の改良部分

の50%等について補償が払われるであろうし，鉱工業会

社の資本の部分的取得も補償される。しかしここでSW

APOが，1966年以前に設立された企業と以後に設立され

た企業についてはっきり差別をもうけているのは注目に

価いする。 1971年の国際司法裁判所の勧告的意見発表

で， 1966年以後の南アによるナミピア統治は不法である

とされたことを根拠とし， 66年以後に設立された企業に

対しては補償しないという立場をとると恩われるからで

ある。この中にはウラニウムを産出しているイギPス系

多国籍企業，リオ・ティント・ゾンク社のレツシング鉱

山が含まれる。

以上がグリーン氏による，独立後のナミピアがとると

思われる経済政策の説明の骨子であるが，ナミピアの南

アによる経済支配からの離脱の可能性について，どちら

かといえば楽観的な見通しを述べたのち，最近設立され

た南部アフリカ開発協力評議会（SADCC）がこの方向で

果たすべき役割は大きいと結んだ。

III 国家運営の準備

第1日目の午後の報告は， SWAPOの経済担当委員べ

ン・アマチラ氏（BenAmathila）による国家建設プログ
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ドイツ領l釘丙アフリカ， l句アプリカ連邦による国際述盟の委任統治倣となる。

1riアフリカ迎丹；， l句lF,iアフリカを国連の信託統治僚とすることをm任。

関連総会， I判例アフリカに関し， l司際司法裁判所の裁定を求める。

I吋際司法主主干i]f9j＜｝） 判定で， lti7 7 リカillrnの委任統治はイj一効，ただし国連総会のI；（.；持を受け
ろべしとされた。

SWAPO (South West Africa People’s Organization）結成。

l何アフりカ共和問のすーデンダーノレ委員会， 1河内アフリカの4:3%の土地を白人のものとし，
40%の他の応分lこllci）原住民ホームランドを設立することを勧告。

周辺総会， l何アフリカ共和国より信，ii;権を取り上げ，国連統治の下におくことを決議。

悶Al市開アフリカ理事会，後のナミピア理事会（UNCouncil for Namibia）設置。

llil.iiE, f十J西アゾリカを以後すミピアと呼ぶことを決定。

i何ア 7 リカ共和 t1~ 政界i 「 l何回アアリカ原住民自治発！民法」により 6 つのホームランド創設。

i.!ll辿安保理事会， l¥'iア7 IJ声共和国のナミピアよりの撤退を要求（Resolution264 of 1969）。

1Hアアりカ共和凶「；WiJLi7アりカ問題必」により自己の権限を大幅に強化。

間際司法裁判iW, 1Hアフリカ共利1.14j）ブミピア統治を不法とする勧告的意見を発表。 'K・保聞
はこれを受烈。

SWAPO, SWANU rt,による悶民会議結成，ゼネスト。

南アフリカ共和制，ナミピアの内部解決政策の一環としてターンハレ（Turnhalle）：者法会議
t~lliHザ， SWAPOi主ニれをボイコソト。

flj連安保Jlj_!，↓i<J.I出cl)1/i；十干のもとにブミピア総選挙を行なう決議採択（Resolution385 of 1976）。

同連総会， SWAPOをナミピアのlljf;ー， :ii：叫な代表（soleand authentic representative of 
the Namibian people）であると 1る決議を採以（Resolution31/146 of 1976）。

ターンハレ：，／，；；」、委民会，部校・人種Jil]の選出議員から成る国会を設置L, 19781ド末までにナ
ミヒアに独立合H－与するぷ法力！？本を （1汁反。

f.iil述安保苅1, 11Tアフリカ共和国に対 L, 'lili1倒的iit?.:-1禁輸の決議採択。

同欧5カ国グループ，停戦，政治犯釈放， l討アフリカ軍の段断的撤退，関連I叢督下の総選挙
で市iJ窓会議代夫を選出する案を綻山。

国主li総会「ナ fビアの自決と主h，＇；：，をちを j.fする'if.f'iと行動計岡」採択。

i時過j安保理， 5カ凶’ぶを採択， りルビス・ベイ（WalvisBay）はナ Eビアの一部と1・f；：，ナミ
ピア判；Jij弁務’i'：＇アーティサ リ任命。

l何アフザカ共和国フォルスター （I羽l，南アフリカ政府臨督下のナミピア総選挙を発表。

国連安保理I，事務総長の’走行計flliiをi"p;必 LiYiアフりカ案を非難（R目。lution435 of 1978), 
1981年末までに独立。

南アフリカ政府脇信ドJ）総選挙， SWAPOボイコット。

DTA主導のi'I治政府発足。

r母迎事務総長山もとに， 1村アブリカ共和国・ SWAPO代表によるジュネープ会淡。南アプり
カ共和国が選挙のための新条件を：uしたため1H＇.！。
[El辿総会，ナミヒア解放のため人l止の武力を作むすべてω手段によるJJ自ff’をlE汽とみなすこ
とを l斗度硝 i,－~－。
同ill安保理， friアフリカ共和l闘に対する包括的制裁案を否決。

ラム（TheNationhood Program）の説明であった。この

プログラムは国連の中に設けられたナミピア支援活動の

一つであり，国連加盟国の特別資金援助により始めら

れ，ナミピア独立後の国家運営をできるだけスムーズに

行なえるように，今から準備しておくという目的を持つ

ものである。

なると恩われる諸問題について， 132の調査プロジェク

トを用意していると述べた。その総コストは9000万ドル

と見積もられている。調査は SWAPOの協力を得て，

SWAPOの認めた者が行なう建前である。そのうち77プ

ロジェクトが緊急に行なう必要性があるものと考えられ

ており，うち46プロジェクトが現在進行中で，これには

993万ドルの経費がかかる予定である。 このような特に

緊急のものと考えられた調査プロジェクトの例として，

アマチラ氏は，このプログラムの＂ fで，独立達成前，

過渡期，独立確立期の 3期間の各段階に遭遇することに
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独立に際して南ア共和国が機関車，貨車などを全部引き

上げてしまった場合の十ミピア鉄道の駕営方詳し多国籍

企業との現行協定の改訂問題，漁業，農業改司I「，教育‘の

あり方等があげられた。また鉱業関係の技術庁の育成の

ための外国留学フ。ロジ 1 ケトも王主要な；I河iであると述べ

られた。

報告は，以上のような調査項目を淡々と；説明するだけ

で終わってしまい，私のように，こんなにもナミビア独

伝後のために国際的な事前準備が進んでいることを知ら

なかった者にとっては，驚かされた国もあったが，他方

このように多くの根本的な問題の解決策を，外閣の研究

者や研究機関に委託してしまってよいものだろうか，と

危慎の念をいだ、かせるものでもあった。委託を受けてい

るのは， FAOとか ILOとかの国際機関の他，大学の研

究機関等も多いようであった。報告後のグループに分か

れてのディスカッションでも，この調脊の結果を誰がど

ういう基準で整理し，取捨選択するのかという疑問が多

く出された。これに対しての SWAPOfl¥lJの答えは，と

もかくも代替案をい乃いろ出しでもれうことが，さしあ

たって必要なのだとの一点張りであ叶た。私は， SWA

POの政策をより具体的に知るこ左ができなくて．多少

失望の感をまぬがれなかったが‘これは期待し過ぎのせ

いであろうか。多分，闘争続行中の現有では明らかにし

得ない戦術的配慮もあるのであろう。

IV ナミピアにおける教育問題

第2日円の午前の報告は，国連ナミピア・インスティ

テュートの教授ピリー・モデ、イセ（BillyModise）氏によ

る「ナミピアの教育問題Jと題するものであった。彼は

ユーモアのセンスがあふれる細身のおじさんといった風

ぼうの人であ η たが SWAPOのメンパーである。

彼の報告によれば，現在ナミピアの学校で使われてい

る教科書は，アフリカーンズ語（Afrikaans，南アのプー

ア系白人の言語〉で書かれており，教育制度はアパyレト

へイト政策の中核を構成するものである。学校はすべて

人種別に分けられており， 1人当たりの政府支出教育費

も白人，カラ－ f（混血〕，黒人と人種別に逓減して，ア

フリカ人に対するものは非常に少ない。キリスト教ミッ

ション・スクールは最近非常に減少した。

現在の教育事情で最も顕著に見られる特徴は，アフリ

カ人小学生の自発的退学二率の高さである。特に小学校1

年生で早くもドロップアウトするのが目立っている。そ

の理由としては，親の移動労働による不在，飢餓による

健康不良，交通手段の欠如による通学の困難，教育内容

に対する反発などがある。同時に教師の不足に悩まされ

ており，ナミピア内のアフリカ人のための中等学校，職

業高校，師範学校の数も各々一けた台に留まっている。

このようにモディセ氏ば一般的な教育問題を説明した

後，隣国ザンピアの首都ルサカに国連によって1976年に

設立．されたナミピア・インスティテュートの説明に移っ

たうこれは UNINと略称されるナミピア人のための高

等教育ならびに研究機関で，将来はナミピア大学の母体

となることも予想されている。現在は国境を越えて脱出

してきた避難民の中から毎年100人を入学させており，

在学生 300人に教師30人を配してU、る。昨年第1回卒業

生が出たが， SWAPOが彼らに面接を行ない，就職させ

ている。

報告後の討論の際に， UNINでどのような教育を行な

っているのかという質問が出た。現在はザンビア大学と

かなり寂接な連機を保ち，学問的な水準も同大学に匹敵

するものを目標にしているようであるが，同時に現実に

ナミビア独立のための解放運動に役立つものでなければ

ならない。 「技術教育といっても，実際に今要請されて

いるのは，ロケット砲の打ち方の技術なのだjと討論

に参加した SWAPOの一人は，彼らのおかれた苦しい

立場を説明した。

V ナミビア内外の政治情勢

午後はナミピア内部の政治情勢について， 『ヴィント

フック・オフeザーパー』紙の編集者グウェン・リスター

(Gwen Lister）さんより，次いでナミピアをめぐる外安

交渉における国連の役割について，国連事務総長ナミビ

ア問題特別補佐官のセドリック・ソーンペリー（Cedric

Thornberry）氏より報告があった。リスターさんは， 19

78年の南ア政府監督下のナミピア総選挙以後の内部情勢

について次のように報告した。民主ターンハレ同盟（DT

A，内部解決策にのっとって現在自治政権を担当してい

る〉は国民党（NationalParty〕と政策上何ら差がなく，

また南ア政府によって任命される行政長官（Adminisra・

tor General）は閣僚会議の決定に対する拒否権を持つ。

南アの議会総選挙が行なわれる 4月29日までは，実際に

はMをすることもできないであろう。ナミピアに最近出

現した多くの小政党はあまり意味を持たない。現不Eナミ

ピア内で SWAPOは禁止団体とはされていないが，そ

のメンパーであることを名乗って政治活動をすることは

大きな危険をともなうので，他の団体名を使っているこ
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とが多く，自由な総選挙が行なわれれば，彼らは SWA

PO に入るであろう。彼女はさらに，部族の違いは当然

政治に反映されるが，もし代表制度も部族によって区分

されるならそれは不合理で，それなら白人もアフリカー

ンズ族，英語族，ドイツ語族に分けられねばならないと，

反語を使って皮肉。た。また，南アの軍隊がSWAPOの

ゲリラ戦法に対抗して戦っており，彼らの中にも死傷者

が出ているが，南ア白人の中に，特に夫や子供をこのよ

うな戦場に送り出すことになる母や妻などの聞に反戦運

動を広げることが，大きな意味を持つだろうと彼女の見

解を示した。ちなみに，彼女は白人である。

彼女が部族のことに触れたのが，国民政党を探勝する

SWAPOの参加者を多少いらだたせ，その分析に抗議す

る者もあったが，質問は，白人の SWAPOメンパーが

いるか（答，現在はいない〉，多国籍企業から政治献金

を受けている政党があるかどうか（答，多分中間派諸政

党はもらっているだろう〉等に主に集中した。彼女がナ

ミピアから直接にやってきた唯一の出席者だっただけ

に，その出席の意義は大きく，彼女自身，会議後ナミビ

アに帰った時，自分の身に何が起こるか*1］らないと語っ

ていたが，その勇気はロピーでの参加者の会話でも賞賛

されていた。

次のソーンペリー氏の報告は， 1月に国連事務総長の

招集のもとに，南ア政府と SWAPOが初めて突渉の場

についたジュネープ会議の経過とその分析にしぼられ

た。その要点は，ジュネープ会議を決裂させたのは南ア

政府側であったこと， SWAPOの態度は立派で会議を成

功させようとして全力を払ったと認められること，西欧

諸国は南アを説得するのに失敗したこと，ナミピアをと

り巻く「フロントライン諸国」は武力闘争を支援するよ

りしかたがなくなったこと，彼らにより西欧諸国に南ア

を制裁するように圧力がかけられるだろうし，制裁は必

要であろう，とかなりSWAPO擁護の発言がなされた。

質問事項では国連のコンタクト・グループ。として南ア

政府と外交交渉による解決の道をさぐってきた5カ国グ

fレープ（アメリカ，イギリス，フランス，西ドイツ，カ

ナダ〉の性格について，このグループ。は本当に中立的立

場にあるのか，その正式の資格は何であるのか，という

のが目立った。とれに対する答として，ソーンペリー氏

は， 5カ国グループ’は国連のもとで何ら正式の資格を持

つてはいないが，交渉開始当時はみな安全保障理事国で

あり，安保理事会も 5カ国グループ。のイニシャチプの努

力を評価して，これに期待をかけたのだと述べた。また
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他の参加者からの発言で，現在ナミピア人民の唯一正統

な代表として国連から認められている SWAPOの認可

をはずす動きがあるのではないかと危倶の念が表明され

た。

VI 北欧とナミビア

第3日目には，しめくくりの会議として， 「ナミピア

と北欧諸国」という題でパネル・ディスカッションが行

なわれた。この会議の資料として，北欧アフリカ研究所

のデンマーク，フィンランド，ノルウェー，スウェーデ

ン出身の研究員が，それぞれ自国のナミピア関係の援助

額とその性格，ナミビアとの貿易関係を調べた報告書が

提出された。パネル・メンパーとしては，同研究所のア

ルネ・トステンセン氏が司会者となり， 4カ国の政府援

助機関代表者がずらりと壇上に並び，他に教会関係者，

労働組合関係者，連帯運動グループの代表が並んだ。提・

出資料に明らかにされていたが，北欧の援助は国連のナ

ミビア基金，国家建設プログラム， UNIN，国連南部ア

フリカ信託基金など国際機関を通じるもののみならず，

SWAPOに対して直接与えられるものも，かなり多額に

のぼっているのである。この直接援助は人道的なものに

限り，その内容は避難民に対する衣類，食糧，医薬品，

自動車，教育，宣伝，事務機器等の援助となっているが，

もし日本が国際協力事業団を通じてこのような民族解放

運動を支援することが実際にできるかどうかを想像して

みると，彼我の違いは歴然としてくるであろう。

援助機関代表者の発言では，ナミピア問題ほど北欧諸

国間で意見の一致を見ている問題はないということであ

る。外務大臣の問の定期的な会談の外，最近は特にナミ

ピア問題についての合同会議を行なって意見の調整につ

とめてきた。北欧にはまた，ナミピアに対する長い大衆

レベルでの援助の歴史があり，これは政権担当政党が変

わっても不変で，継続性を保つ要素となっている。北欧

の援助の性格としては， 1）共通の政治的立場， 2）人道的

援助， 3）ナミビア独立を予定しての援助計画の3点を指

摘できる，という説明が行なわれた。

次に報告を行なった連帯グルーフ．代表は，スウェーデ

ン人の大学生であったが，北欧援助にも恥部があり矛盾

があることをさらけ出す発言を行なった。彼はデンマー

クが南アに向けて武器を輸出したことがあると主張し，

ノルウェーは北海石油を南アに輸出しており，スウェー

デンは技術輸出を行なっていると糾弾した。この発言に

対してすぐ一般席に座っていたデンマーク外務省の人が
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発言を求め，そのような指摘が以前行なわれた際に調査

した結果，武器はデンマーク製ではなく，デンマークの

海運会社所属の船がたまたまこれを運んだだけであると

判明したと，報告者の発言の訂正を求めた。

次に教会関係者代表が，フィンランドのキリスト教伝

道団がナミピア北部で活動してきた長い歴史を振り返

り，その活動は必ずしも将来を適切に見通したものでは

なかったと反省を語った。一般席からは，キリスト教の

果たした役割について批判的な見解の発言も出された。

次いで労働組合の代表としてフィンランド労働組合総同

盟の人が報告し，労働組合の援助活動に関する役割は小

さいが，ナミピア周辺国に脱出した避難民救済の活動を

行なっておP，ナミピア労働組合中央会（NationalUnion 

of Namibia Workers）のカウンター・パートとなヮて

いると語った。なお南アに対する制裁が決定した場合に

は，各国の労働組合が共同して制裁破りの摘発を行なう

可能性のあることを示唆した。

以上のようなパネル・メンパーの発言が終った時，一

般席から， 「北欧諸国は武力闘争を援助することに踏み

切ったのか」という質問が出て一瞬騒然となった。北欧

諸国の政府の公式見解は，あくまでも人道的な援助に限

られているが，現在 SWAPOはゲリラ戦術による武力

闘争に訴える以外に解放運動を進める方法が考えられな

いところまで追いつめられてしまっているのである。パ

ネラーの一人が武力闘争の支持はしないと発言した時，

「しかしノルウェーの石油は南ア軍に使われ，ナミビア

人を迫害する武力闘争にすでに使われているJと叫んだ

人があった。このようにナミビア問題において，平和と

武力との矛盾が複雑にからみ合ってヤるところに，この

問題の現段階に北欧がどのようにかかわったらよいの

か，という行動基準の選択の難しさを見たように思っ

た。

VII セミナー終了後のナミビア情勢と日本

さて，以上のような北欧ナミピア問題セミナーが提起

した種々の問題に関して，現在，関連安保理事会非常任

理事国の日本は，どのような対応を見せようとしている

のであろうか。 4月24日にナミピア問題に関して開かれ

た安保理で，日本の西堀大使は，南アがジュネーブ会議長

でとった態度を非難すると共に， SWAPOのナミビア独

立のためにとってきた役割を高く汗価するという趣旨の

発言をしている（国連文書S/PV.2273）。これに先立つ3

月20日に日本は国連南部アフリカ信託基金や UNINに

対して相当な額の貢献をすることを約束した。

しかし残念なことに，日本政府のこのような動きは，

周民の間にあまり知られてはおらず，ナミピア問題の全

貌を知る人はいまだまれにしか見られないのは，政府の

広報活動の欠如を物語るものであろうか。いまやアフリ

カ諸国は最近の南アの外交上の攻勢に対抗して， 6月24

～28日にケニアのナイロピで開かれた OAU会議を通じ

て結束を強化し， 9月の国連緊急特別総会において，南

アに対する包括的制裁を採択することをせまりながら，

西側の先進工業国に南アをナミビアから撤退させるよう

圧力を加えることを要求してきている。日本政府の「国

連中心主義」の中味が問われる時がきている。

（調査研究部主任調査研究員〉

I お 知 ら せ
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